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一
　
問
題
の
所
在

㈠
　
外
国
人
テ
ロ
戦
闘
員
（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）

　
近
年
の
国
際
テ（
1
）ロ情（
2
）勢を

め
ぐ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
外
国
人
テ
ロ
戦
闘
員
（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
：Foreign Terrorist Fighters

）
の
問
題
が
重
要
視

さ
れ
て
い（
3
）る。
Ｆ
Ｔ
Ｆ
と
は
、
大
略
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ（
4
）Ｌを
は
じ
め
と
す
る
テ
ロ
組
織
に
加
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
中
東
、
ア
フ
リ
カ
等
の

戦
闘
地
域
に
渡
航
し
、
テ
ロ
組
織
に
加
わ
り
実
戦
を
経
験
し
た
者
、
と
さ
れ（
5
）る。

Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
は
い
く
つ
か
の

理
由
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
と
な
っ
た
後
に
帰
国
し
（
あ
る
い
は
第
三
国
に
移
転（
6
）し）、
そ
こ
で
テ
ロ
を
敢
行
す
る
危
険

性
が
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い（
7
）たと

こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
に
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
二
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
空
港
等
に
お
け
る
テ
ロ

（
三
二
名
死
亡
、
三
四
〇
名
負
傷
（
う
ち
邦
人
二（
8
）名））
の
実
行
犯
に
は
Ｆ
Ｔ
Ｆ
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ（
9
）る。
二
〇
一
四
年
以
来
、
一
一
〇
以

上
の
国
か
ら
四
万
人
以
上
が
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
参
加
の
た
め
イ
ラ
ク
及
び
シ
リ
ア
に
渡
航
し
た
と
指
摘
す
る
も
）
10
（

の
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ

る
有
志
連
合
の
空
爆
等
に
よ
り
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
の
イ
ラ
ク
及
び
シ
リ
ア
に
お
け
る
勢
力
が
退
潮
し
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
Ｆ
Ｔ
Ｆ
が
帰
還

な
い
し
第
三
国
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
）
11
（
る
。

㈡
　
国
連
安
保
理
決
議
第
二
一
七
八
号

　
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
関
し
て
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
二
〇
一
四
年
に
決
議
二
一
七
八
号
を
採
）
12
（

択
し
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
の
定
義
と
犯
罪
化
義
務
を

示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
決
議
二
一
七
八
号
は
、
大
略
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
を
「
テ
ロ
行
為
の
実
行
・
計
画
・
準
備
、
テ
ロ
行
為
へ
の
参
加
、
テ
ロ
の

訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
居
住
国
又
は
国
籍
国
以
外
へ
の
渡
航
を
行
う
者
」
と
定
義
す
る
と
と
も
に

（
主
文
5
）、「
テ
ロ
行
為
の
実
行
・
計
画
・
準
備
、
テ
ロ
行
為
へ
の
参
加
、
テ
ロ
の
訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
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と
し
た
、
⒜
渡
航
又
は
渡
航
の
企
図
、
⒝
か
か
る
渡
航
に
対
す
る
資
金
提
供
、
⒞
渡
航
の
組
織
化
、
便
宜
供
与
等
を
国
内
法
で
犯
罪
化
し
、

こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
者
の
訴
追
・
処
罰
を
確
保
す
る
こ
と
」
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
主

）
13
（文6
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
犯
罪
化
義
務
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
履
行
さ
れ
得
る
の
か
、
ひ
い
て
は
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
刑

法
的
対
応
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
た
し
か
に
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
は
日
本
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
顕
在
化
し
て
は
い
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
を
今
論
じ
る
こ
と
の
意
義
は
必

ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
同
問
題
へ
の
刑
法
的

対
応
を
検
討
す
る
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
近
時
採
択
さ
れ
た
決
議
二
三
九
六
）
14
（

号
に
お
い
て
も
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
対
応
の

重
要
性
は
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
お
）
15
（
り
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
対
し
て
国
際
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
社
会
の
方
向

性
は
自
明
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
日
本
の
現
行
法
で
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
対
応
で
き
る
の
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
は
意
義
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
刑
法
的
対
応
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
テ
ロ
等
準
備
罪
の
新
設
に
よ
り
、
そ
の
あ
り
方
に
若
干
の
変
更

が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
言
及
す
る
論
稿
は
現
時
点
で
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
を
も
検
討
す
る
こ
と
で
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問

題
へ
の
刑
法
的
対
応
の
現
在
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
問
題
意
識
を
も
と
に
、
本
稿
は
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
刑
法
的
対
応
を
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
を
主
た
る
素
材

と
し
て
、
以
下
の
手
順
に
し
た
が
い
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
履
行
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確

認
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
概
観
を
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
（
刑
法
九
三
条
）、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為

の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
」
と
す
る
）
の
規
定
す
る
罪
が
関
係
す
る
。

　
さ
ら
に
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
に
新
設
さ
れ
た
テ
ロ
等
準
備
罪
（
同
法
六
条
の
二
）
が
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
と
の
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関
係
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
テ
ロ
対
策
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
面
も
示
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
形
法
的
対
応
の
現
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　
国
連
安
保
理
決
議
第
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務

㈠
　
国
連
安
保
理
決
議
の
法
的
拘
束
力

　
こ
こ
で
は
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
安
保
理
決
議
の
課
す
犯
罪
化
義
務
の

法
的
拘
束
力
の
有
無
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
）
16
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
で
も
後
に
取
り
上
げ
る
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
立
案
関
係
者
に
よ
る
論
稿
に
お
い
て
は
、（
安
保
理
決
議
第
一
三

七
三
号
の
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
）「
い
う
ま
で
も
な
く
、
安
保
理
決
議
は
国
際
連
合
憲
章
第
二
十
五
条
に
よ
り
加
盟
国

に
対
す
る
拘
束
力
を
有
す
る
」
と
し
て
い
）
17
（
る
し
、
決
議
二
一
七
八
号
に
つ
い
て
も
、
同
決
議
の
主
た
る
提
案
国
で
あ
る
米
国
の
オ
バ
マ
大

統
領
（
当
時
）
が
本
決
議
を
採
択
し
た
安
保
理
首
脳
級
会
合
に
お
い
て
、
本
決
議
が
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
言
及
し
て
い

る
こ
）
18
（
と
、
決
議
前
文
に
お
い
て
本
決
議
が
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
言
及
が
あ
る
こ
）
19
（
と
、
本
決
議
の
主
文
6
が

“decides

…shall

…
”と
の
書
き
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、
同
決
議
の
課
す
犯
罪
化
義
務
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。
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㈡
　
犯
罪
化
義
務

　
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
は
主
文
6
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
）
20
（

る
。

６
．
全
て
の
加
盟
国
は
、
テ
ロ
行
為
の
資
金
調
達
、
立
案
、
準
備
若
し
く
は
実
行
ま
た
は
テ
ロ
行
為
の
支
援
に
参
加
す
る
者
が
訴
追
さ
れ
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
も
の
と
す
る
と
い
う
、
決
議
一
三
七
三
（
二
〇
〇
一
）
の
、
安
保
理
決
定
を
想
起
し
そ
し
て
全
て
の
国
家
は
、
こ
の
犯
罪
の
重
大
さ
を
正
し

く
反
映
す
る
形
で
確
か
に
訴
追
し
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
内
法
令
の
重
大
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
確
実
に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
決
定
す
る
。

⒜
　
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
も
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る

こ
と
の
た
め
に
、
居
住
国
ま
た
は
国
籍
国
以
外
の
国
家
へ
渡
航
す
る
か
あ
る
い
は
渡
航
し
よ
う
と
す
る
自
国
民
お
よ
び
自
国
領
域
か
ら
居
住
国
ま
た
は

国
籍
国
以
外
の
国
家
へ
渡
航
す
る
か
あ
る
い
は
渡
航
し
よ
う
と
す
る
そ
の
他
の
個
人
。

⒝
　
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る

こ
と
の
た
め
に
、
居
住
国
ま
た
は
国
籍
国
以
外
の
国
家
へ
渡
航
す
る
個
人
の
渡
航
に
資
金
を
供
す
る
た
め
に
、
資
金
が
使
わ
れ
る
と
い
う
意
図
ま
た
は

資
金
が
使
わ
れ
る
と
い
う
認
識
で
、
自
国
民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
領
域
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
る
、
直
接
ま
た
は
間
接
の
、
資
金
の
意
図

的
な
提
供
ま
た
は
集
金
。

⒞
　
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る

こ
と
の
た
め
に
、
居
住
国
ま
た
は
国
籍
国
以
外
の
国
家
へ
渡
航
す
る
個
人
の
渡
航
の
、
自
国
民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
領
域
に
お
け
る
、
意
図
的
な
準

備
、
ま
た
は
勧
誘
の
行
為
を
含
む
、
他
の
支
援
。

　
本
稿
で
は
便
宜
上
、
上
記
区
分
に
従
い
、
⒜
渡
航
禁
止
類
型
、
⒝
渡
航
資
金
提
供
禁
止
類
型
、
⒞
渡
航
に
対
す
る
便
宜
供
与
等
の
禁
止
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類
型
と
称
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
順
次
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三 

　
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
な
ら
び
に
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
に
よ
る
対
応

㈠
　
総
説

―
国
会
に
お
け
る
議
論

―

　
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
が
ど
の
よ
う
に
履
行
さ
れ
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
議
論
に
そ
の
手
が

か
り
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
手
が
か
り
と
な
る
べ
き
議
論
は
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
改
正
案
が
検
討
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
文
脈
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
同
改
正
案
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
金
融
活
動
作
業
部
会
（FATF

：Financial Action Task 

Force

）（
以
下
、「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
」
と
す
る
）
に
よ
る
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
21
（

い
。

　
す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
に
日
本
に
対
し
実
施
し
た
第
三
次
相
互
審
査
に
基
づ
い
て
公
表
し
た
報
告
）
22
（

書
に
お
い
て

は
い
く
つ
か
の
指
摘
や
勧
告
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
関
わ
る
問
題
に
も
言
及
が
あ
っ
）
23
（
た
。
後
に

も
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
同
法
改
正
の
起
点
は
こ
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る
指
摘
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
）
24
（
る
。

　
特
段
の
対
応
が
な
さ
れ
な
い
ま
）
25
（

ま
お
よ
そ
六
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
四
年
六
）
26
（

月
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
第
三
次
相
互
審
査
の
報
告
書
が
示
し
た

事
項
へ
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
旨
の
懸
念
を
表
明
す
る
対
日
声
）
27
（
明
を
公
表
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
同
年
の
特
別
国
会
に
て

テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
改
正
案
は
可
決
成
立
し
、
一
一
月
二
一
日
に
公
布
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
一
三
号
）、
一
二
月
一
一
日
に
施
行
さ

れ
た
。
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二
〇
一
四
年
九
月
二
四
日
に
採
択
さ
れ
た
決
議
二
一
七
八
号
は
、
以
上
の
よ
う
な
動
向
と
時
期
を
同
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
に

お
い
て
は
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
政
府
と
し
て
は
、
決
議
の
課
す
犯
罪
化
義
務

の
履
行
に
関
係
し
得
る
類
型
と
し
て
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
（
刑
法
九
三
条
）、
な
ら
び
に
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
を
想
定
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
の
第
一
八
七
回
国
会
法
務
委
員
会
第
五
号
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
議

論
が
な
さ
れ
て
い
）
28
（

る
（
当
時
の
肩
書
き
、
傍
線
、
及
び
省
略
は
筆
者
に
よ
る
）。

・
横
路
孝
弘
委
員
（
民
主
党
）　
国
連
決
議
二
一
七
八
号
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
九
月
二
十
四
日
に
決
議
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
、

計
画
、
準
備
、
テ
ロ
行
為
へ
の
参
加
、
テ
ロ
訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
に
渡
航
ま
た
は
渡
航
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら

の
渡
航
へ
の
資
金
提
供
、
こ
れ
ら
の
渡
航
の
組
織
化
、
便
宜
供
与
な
ど
を
国
内
法
で
犯
罪
化
す
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
決
議
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
刑
事
局
長
に
お
伺
い
し
ま
す
が
、
今
審
議
中
の
〔
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
〕
改
正
案
の
中
で
こ
れ
ら
の
要
件
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す

か
。
…
…
こ
う
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
場
合
、
該
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
見
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

・
林
眞
琴
政
府
参
考
人
（
法
務
省
刑
事
局
長
）　
安
保
理
決
議
二
一
七
八
と
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
履
行
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
法
律

で
担
保
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
い
い
ま
す
と
、
や
は
り
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
、
現
行
法
の
二
条
一
項
な
ど
は
、
一
部
を
担
保
し
て
い
る
法

律
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。（
横
路
委
員
「
改
正
法
は
ど
う
で
す
か
」
と
呼
ぶ
）

　
改
正
法
は
、
ま
ず
は
資
金
に
つ
い
て
客
体
を
拡
大
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
今
回
、
主
体
も
拡
大
し
て
、
間
接
的
な
資
金
提
供
、
収
集
を
犯
罪

化
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
二
一
七
八
を
担
保
す
る
も
の
の
趣
旨
に
は
沿
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

・
横
路
委
員
　
で
は
、
日
本
は
、
特
に
新
し
い
法
律
を
つ
く
ら
な
く
て
も
、
大
体
今
の
現
行
法
並
び
に
改
正
法
で
対
応
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
し

て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

・
河
野
政
府
参
考
人
（
外
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
）　
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

　
先
ほ
ど
御
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
二
一
七
八
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
…
…
刑
法
の
私
戦
予
備
で
あ
り
ま
す
と
か
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
が
関
係
し
得
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る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
…
…

　
以
上
の
よ
う
に
、
政
府
は
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
に
つ
き
、
刑
法
九
三
条
の
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
、
な
ら
び
に
テ

ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
が
関
係
し
得
る
と
す
る
立
場
を
示
し
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る
指
摘
へ
の
対
応
を
主
眼
と

し
た
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
改
正
も
ま
た
、
決
議
二
一
七
八
号
を
担
保
す
る
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
国
会
に
お
け
る
議
論
で
た
び
た
び
政
府
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
）
29
（
る
。

　
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
と
こ
れ
ら
類
型
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
先
に
示
し
た
、

同
犯
罪
化
義
務
の
三
類
型
、
す
な
わ
ち
、
⒜
渡
航
禁
止
類
型
、
⒝
渡
航
資
金
提
供
禁
止
類
型
、
⒞
渡
航
に
対
す
る
便
宜
供
与
等
の
禁
止
類

型
の
区
分
に
従
い
検
討
す
る
。

㈡
　
⒜ 

渡
航
禁
止
類
型

1　

概　

説

　
決
議
二
一
七
八
号
の
主
文
6
⒜
は
、「
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ

リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
渡
航
行
為
の
犯
罪
化
を
義
務
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
れ

と
関
係
し
得
る
の
は
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
（
刑
法
九
三
条
）
で
あ
）
30
（
る
。

　
同
罪
は
刑
法
典
の
「
第
四
章
　
国
交
に
関
す
る
罪
」
に
置
か
れ
、「
外
国
に
対
し
て
私
的
に
戦
闘
行
為
を
す
る
目
的
で
、
そ
の
予
備
又

は
陰
謀
を
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
禁
錮
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

そ
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、「
国
家
の
外
交
作
）
31
（
用
」
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
）
32
（
る
。
こ
こ
に
い
う
「
外
国
」
に
は
、
国

交
・
承
認
の
有
無
を
問
わ
ず
国
家
と
し
て
の
実
体
が
存
在
す
れ
ば
該
当
す
）
33
（

る
が
、
特
定
の
外
国
人
組
織
は
含
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
）
34
（

る
。
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「
私
的
に
戦
闘
行
為
を
す
る
」
と
は
、
日
本
の
国
家
意
思
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
保
護
法
益
た
る

外
交
作
用
を
害
す
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
単
に
外
国
軍
隊
に
参
加
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
組
織
的
な
武
力
行
使
で
あ
る
こ
と
を
要
す

る
）
35
（

。
こ
こ
に
い
う
「
予
備
」
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
外
国
に
対
す
る
私
的
な
戦
闘
行
為
を
行
う
た
め
の
準
備
行
為
を
い
い
、
方
法
の
い
か

ん
を
問
わ
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
は
、「
兵
器
・
弾
薬
・
食
糧
・
資
金
の
用
意
、
兵
員
の
招
集
・
訓
練
、
輸
送
用
船
舶
・
航
空
機

の
調
達
等
」
が
あ
げ
ら

）
37
）（
36
（

れ
る
。

　
で
は
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
が
渡
航
禁
止
類
型
の
犯
罪
化
と
関
係
し
得
る
と
し
て
、
そ
の
義
務
を
完
全
に
履
行
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
問
題
と
な
り
得
る
場
合
に
つ
き
検
討
す
る
。

2　

計
画
等
目
的
渡
航

　
先
述
し
た
と
お
り
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
の
処
罰
の
対
象
と
な
る
の
は
、「
外
国
に
対
し
て
私
的
に
戦
闘
行
為
を
す
る
目
的
」
で
行

う
予
備
・
陰
謀
で
あ
る
。
決
議
二
一
七
八
号
の
主
文
6
⒜
は
「
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参

加
、
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
渡
航
行
為
の
犯
罪
化
を
義
務
づ
け
る
も
の

と
い
え
る
が
、
こ
の
義
務
を
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
で
履
行
し
よ
う
と
考
え
る
と
き
、
ま
ず
、
当
該
渡
航
行
為
そ
の
も
の
が
、
個
別
具
体

的
に
、
戦
闘
行
為
目
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
主
文
6
⒜
に
い
う
と
こ
ろ
の
、
テ
ロ
行
為
の
「
実
行
」
や
「
そ

れ
へ
の
参
加
」
を
目
的
と
し
た
渡
航
（
こ
れ
を
「
戦
闘
行
為
目
的
渡
航
」
と
す
る
）
で
あ
れ
ば
処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
が
、
他
方
で
、
単

に
「
立
案
」、「
準
備
」、
テ
ロ
の
訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
渡
航
（
こ
れ
を
「
計
画
等
目
的
渡
航
」
と
す

る
）
は
、
戦
闘
行
為
目
的
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
同
罪
で
捕
捉
す
る
た
め
に
は
当
該
渡
航
行
為
そ
の
も
の
が
個
別
具
体
的
に
戦
闘

行
為
目
的
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
計
画
等
目
的
渡
航
は
同
罪
に
よ
っ
て
は
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
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も
っ
と
も
、
一
般
に
「
予
備
」
と
は
「
犯
罪
の
実
現
を
目
的
と
し
て
実
行
の
着
手
よ
り
も
早
い
段
階
で
な
さ
れ
る
、
犯
罪
の
実
現
に
実

質
的
に
役
立
つ
行
為
」
と
さ
）
38
（

れ
、
そ
の
解
釈
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
前
記
犯
罪
化
義
務
に
つ
き
私
戦
予
備
罪
で
カ
バ
ー
で
き
る
範
囲
を
よ

り
広
く
と
ら
え
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
計
画
等
目
的
渡
航
に
分
類
し
た
、
テ
ロ
行
為
の
「
準
備
」
目
的
の
渡
航
に
つ
き
、
そ
こ

に
い
う
準
備
が
、
既
に
存
在
す
る
、
一
定
の
具
体
性
を
備
え
た
テ
ロ
行
為
の
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
き
、

実
質
的
に
み
て
、
戦
闘
行
為
目
的
渡
航
に
匹
敵
す
る
危
険
性
を
有
す
る
渡
航
で
あ
る
と
考
え
る
余
地
は
一
概
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
、
一
般
に
「
予
備
」
の
解
釈
と
し
て
は
、
裁
判
）
39
（

例
に
よ
れ
ば
、「
実
行
行
為
着
手
前
の
行
為
が
予
備
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
た
め

に
は
、
当
該
基
本
的
構
成
要
件
に
属
す
る
犯
罪
類
型
の
種
類
、
規
模
等
に
照
ら
し
、
当
該
構
成
要
件
実
現
の
た
め
の
客
観
的
な
危
険
性
と

い
う
観
点
か
ら
み
て
、
実
質
的
に
重
要
な
意
義
を
持
ち
、
客
観
的
に
相
当
の
危
険
性
の
認
め
ら
れ
る
程
度
の
準
備
が
整
え
ら
れ
た
場
合
た

る
こ
と
を
要
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
実
際
の
適
用
の
場
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
多
く
は
基
本
的
構
成
要
件
の
実
行
行
為
に
近
接

し
た
事
案
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
既
に
な
さ
れ
て
い
）
40
（

る
。「
予
備
」
の
解
釈
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
私
戦

予
備
罪
に
お
け
る
予
備
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
緩
や
か
に
解
釈
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
い
ず
れ
に
せ
よ

前
記
主
文
6
⒜
に
掲
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
渡
航
類
型
を
予
備
に
含
め
る
よ
う
な
解
釈
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

3　

対
非
国
家
戦
闘
目
的
の
渡
航

　
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
お
け
る
「
私
的
」
な
「
戦
闘
」
は
「
外
国
」
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、「
外
国
」
に
は
、
国
交
・

承
認
の
有
無
を
問
わ
ず
国
家
と
し
て
の
実
体
が
存
在
す
れ
ば
該
当
す
る
が
、
特
定
の
外
国
人
組
織
は
含
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既

に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
条
が
刑
法
典
の
「
第
四
章
　
国
交
に
関
す
る
罪
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
本
条
の
保

護
法
益
（
国
家
の
外
交
作
用
）
か
ら
し
て
も
、
緩
や
か
に
解
釈
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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主
文
6
⒜
に
お
い
て
は
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
の
対
象
に
つ
い
て
限
定
は
な
い
こ
と
か
ら
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
を
も
っ
て
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
テ
ロ
組
織
）
41
（

等
の
間
で
の
戦
闘
を
目
的
と
し
た
、
あ
る
い
は
異
教
徒
を
無
差
別
に
殺
害
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し

た
渡
航
の
処
罰
が
消
極
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
点
が
問
題
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

4　

日
本
国
民
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
渡
航
行
為

　
決
議
二
一
七
八
号
主
文
6
⒜
は
、
自
国
民
に
よ
る
テ
ロ
行
為
等
を
目
的
と
し
た
渡
航
の
犯
罪
化
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
渡
航
元
の
場
所

は
自
国
の
領
域
内
外
を
問
わ
な
い
と
す
る
。
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
は
国
外
犯
処
罰
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
国
民
が
戦

闘
行
為
目
的
で
、
日
本
以
外
の
外
国
か
ら
さ
ら
に
別
の
外
国
に
渡
航
す
る
場
合
を
、
同
罪
の
処
罰
の
対
象
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

5　

渡
航
し
よ
う
と
す
る
こ
と

　
主
文
6
⒜
は
渡
航
だ
け
で
な
く
、
渡
航
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
犯
罪
化
も
求
め
る
が
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
未
遂
犯
処
罰
規
定
は

な
い
た
め
、
同
罪
に
よ
る
そ
の
履
行
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
戦
闘
行
為
目
的
の
渡
航
が
私
戦
予
備
罪
に
い
う
「
予
備
」
に
該
当
す
る
と

し
て
、
当
該
渡
航
の
前
段
階
の
行
為
を
ど
こ
ま
で
予
備
と
い
え
る
か
は
、
前
記
2
の
問
題
と
同
様
に
予
備
の
解
釈
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
複
数
人
が
関
与
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
陰
謀
罪
と
し
て
処
罰
が
可
能
な
場
合
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う

「
陰
謀
」
と
は
、「
私
的
な
戦
闘
行
為
の
実
行
の
た
め
に
、
二
人
以
上
の
者
が
謀
議
・
画
策
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
）
42
（

る
こ
と
と
の
関
係
が
問

題
と
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
お
い
て
、
戦
闘
行
為
目
的
の
渡
航
が
予
備
に
該
当
し
得
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
二
人
以
上
の
者
が
戦
闘
行
為
目
的
で
の
渡
航
を
謀
議
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
予
備
行
為
の
陰
謀
で
あ
り
、
同
罪
に
い

う
陰
謀
を
そ
こ
ま
で
広
く
解
し
て
よ
い
か
は
問
題
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
渡
航
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
犯
罪
化
義
務
を
私
戦

陰
謀
罪
で
履
行
で
き
る
部
分
が
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
上
記
1
な
い
し
3
で
あ
げ
た
問
題
点
を
克
服
し
た
上
で
の
可
能
性
と
な
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る
で
あ
ろ
う
。

㈢
　
⒝ 

渡
航
資
金
提
供
禁
止
類
型

1　

概　

説

　
決
議
二
一
七
八
号
の
主
文
6
⒝
は
、「
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ

リ
ス
ト
の
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
渡
航
に
対
す
る
資
金
提
供
及
び
収
集
行
為
の
犯
罪
化
を
義
務
づ

け
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
れ
と
関
係
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
で
あ
る
。
そ
の
概
要
に
つ
き
、
や
や

長
く
な
る
が
、
以
下
に
概
観
し
た
上
で
犯
罪
化
義
務
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
⑴
　
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
制
定
の
背
景

　
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
は
、
第
一
五
四
回
国
会
に
て
二
〇
〇
二
年
六
月
五
日
に
可
決
成
立
し
、
同
月
一
二
日
に
公
布
（
平
成
一
四
年
法

律
第
六
七
号
）
さ
れ
た
。
同
法
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
（International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrori

）
43
（sm

）」（
以
下
、「
テ
ロ
資
金
供
与
防
止
条
約
」
と
す
る
）
に
基
づ
く
国
際
的
要
請
に
応
え
る
た
め
に
制

定
さ
れ
）
44
（

た
。
テ
ロ
資
金
供
与
防
止
条
約
は
一
九
九
九
年
一
一
月
に
採
択
さ
れ
た
国
際
条
約
で
あ
り
、
大
略
、
テ
ロ
行
為
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
テ
ロ
行
為
へ
の
資
金
の
提
供
及
び
収
集
行
為
を
独
立
し
て
処
罰
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
）
45
（
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に

発
生
し
た
、
い
わ
ゆ
る
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
を
ふ
ま
え
、
同
月
二
八
日
に
採
択
さ
れ
た
国
連
安
保
理
決
議
第
一
三
七
三
）
46
（

号
に
お
い
て

は
、
同
条
約
の
速
や
か
な
締
結
、
及
び
テ
ロ
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
犯
罪
化
が
あ
ら
た
め
て
要
請
さ
れ
た
。
テ
ロ
資
金
提
供
処

罰
法
は
、
そ
の
よ
う
な
条
約
上
の
、
あ
る
い
は
安
保
理
決
議
上
の
義
務
・
趣
旨
に
沿
う
形
で
以
下
の
と
お
り
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑵
　
二
〇
一
四
年
改
正
前
の
規
定

　
二
〇
一
四
年
改
正
前
の
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
は
そ
の
一
条
で
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」（
以
下
、「
テ
ロ
行
為
」
と
す
る
）
を
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定
義
し
た
上
で
、
テ
ロ
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
、「
テ
ロ
企
図
者
」
と
す
る
）
に
よ
る
テ
ロ
行
為
の
実
行
の
着
手
を
待
た
ず
に
、

テ
ロ
企
図
者
へ
の
資
金
提
供
（
改
正
前
二
条
一
項
）
及
び
そ
の
未
遂
（
改
正
前
二
条
二
項
）、
な
ら
び
に
テ
ロ
企
図
者
に
よ
る
テ
ロ
資
金
収
集

（
改
正
前
三
条
一
項
）
及
び
そ
の
未
遂
（
改
正
前
三
条
二
項
）
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
た
。

　（
改
正
前
）
二
条
は
そ
の
一
項
に
お
い
て
「
情
を
知
っ
て
、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
資
金
を

提
供
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。」
と
し
て
資
金
提
供
罪
を
規
定
し
、
同
三
条
は
そ
の
一
項
に

お
い
て
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
使
用
す
る
目
的
で
、
資
金
の
提
供
を
勧
誘

し
、
若
し
く
は
要
請
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
資
金
を
収
集
し
た
と
き
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。」
と
し
て
資
金
収
集
罪
を
規
定
し
て
い
た
。

　
こ
こ
で
、
二
条
及
び
三
条
に
共
通
し
て
「
資
金
」
の
意
義
が
問
題
と
な
る
が
、「
資
金
」
と
は
「
①
そ
の
経
済
的
価
値
が
特
定
の
使
途

の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
提
供
・
収
集
さ
れ
る
現
金
そ
の
他
の
支
払
い
手
段
（
以
下
、「
現
金
等
」
と
い
う
）
の
ほ
か
、
②

そ
の
よ
う
な
現
金
等
が
果
実
と
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
又
は
そ
の
よ
う
な
現
金
等
に
換
価
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
提
供
・
収
集
さ
れ
る
そ

の
他
の
財
産
を
い
う
も
の
」
と
さ
れ
）
47
（
る
。
具
体
的
に
は
、
現
金
や
小
切
手
に
と
ど
ま
ら
ず
、
配
当
金
目
的
で
提
供
・
収
集
さ
れ
る
株
式
等

も
該
当
し
得
る
が
、
他
方
で
、
例
え
ば
犯
人
の
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
供
さ
れ
る
不
動
産
な
ど
は
該
当
し
な
い
と

さ
れ
て
お
）
48
（
り
、
こ
の
こ
と
が
、
後
に
み
る
二
〇
一
四
年
改
正
に
あ
た
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

　
⑶
　
二
〇
一
四
年
改
正
に
至
る
背
景

　
先
述
し
た
と
お
り
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
か
ら
の
指
摘
を
ふ
ま
え
二
〇
一
四
年
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
）
49
（

る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
に
よ
る
第
三
次
相
互
審
査
に
基
づ
く
報
告
書
に
お
け
る
指
摘
や
勧
告
の
う
ち
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
と
の
関
係
で
は
特
別
勧
告
Ⅱ
に

お
い
て
、
①
「
資
金
」
の
定
義
が
限
定
的
で
物
質
的
支
援
の
提
供
・
収
集
が
犯
罪
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
非
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
テ

ロ
リ
ス
ト
の
た
め
の
資
金
の
収
集
が
犯
罪
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
間
接
的
な
資
金
の
提
供
・
収
集
が
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
か
不
明
確
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で
あ
る
こ
と
、
④
テ
ロ
行
為
以
外
の
目
的
で
、
テ
ロ
組
織
及
び
個
々
の
テ
ロ
リ
ス
ト
の
た
め
に
資
金
を
提
供
・
収
集
す
る
こ
と
が
犯
罪
化

さ
れ
て
い
る
か
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
）
50
（

た
。

　
以
上
の
よ
う
な
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
指
摘
へ
の
対
応
と
し
て
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
改
正
案
が
二
〇
一
三
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
継
続

審
議
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
可
決
成
立
し
、
同
月
二
一
日
に
公
布
、
同
年
一
二
月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
み
た
と

お
り
で
あ
る
。

　
⑷
　
二
〇
一
四
年
改
正
後
の
規
定

　
ⅰ
　
規
定
の
概
）
51
（

観

　
本
改
正
に
よ
り
、
客
体
が
「
資
金
」
だ
け
で
な
く
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
に
資
す
る
「
そ
の
他
利
益
」、
す
な
わ
ち
「
資
金
以
外
の
土
地
、

建
物
、
物
品
、
役
務
そ
の
他
の
利
益
」（
資
金
等
）
を
含
む
も
の
へ
と
あ
ら
た
め
ら
れ
、
住
居
や
情
報
の
提
供
等
も
処
罰
の
対
象
に
含
ま

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
客
体
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
は
本
稿
の
検
討
と
の
関
係
で
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
後
に
や
や
詳
し
く
み
る
こ
と
と

す
る
。

　
ま
た
、
改
正
前
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
の
は
テ
ロ
企
図
者
に
よ
る
資
金
収
集
行
為
（
改
正
前
三
条
一
項
）
及
び
テ
ロ
企
図
者
へ
の
い

わ
ゆ
る
一
次
協
力
者
（
改
正
前
二
条
一
項
の
資
金
提
供
罪
の
主
体
、
す
な
わ
ち
、
テ
ロ
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
テ
ロ
企
図
者
に
資
金
を
提
供
す
る

者
が
こ
れ
に
あ
た
る
）
に
よ
る
資
金
提
供
行
為
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
本
改
正
に
よ
り
、
大
略
、
以
下
の
と
お
り
に
処
罰
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
た
（
以
下
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
条
番
号
は
改
正
後
の
も
の
と
す
）
52
（

る
）。

　
す
な
わ
ち
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
一
次
協
力
者
に
対
し
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
及
び
一
次
協
力
者
が
そ
の
提

供
を
受
け
る
行
為
（
三
条
二
項
前
段
・
後
段
）、
一
次
協
力
者
が
、
テ
ロ
企
図
者
へ
の
資
金
等
の
提
供
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目

的
で
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
（
三
条
三
項
）、
一
次
協
力
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
当
該
一

次
協
力
者
に
対
し
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
（
四
条
一
項
）、
テ
ロ
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
資
金
等
を
提
供
す



いわゆる「外国人テロ戦闘員（FTF）」問題への刑法的対応の検討

185

る
行
為
及
び
提
供
さ
せ
る
行
為
（
五
条
一
項
及
び
二
項
）、
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ロ
企
図
者
へ
の
直
接
・
間
接
の

資
金
等
の
提
供
行
為
を
よ
り
広
く
処
罰
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
改
正
前
三
条
一
項
の
資
金
収
集

罪
が
二
条
一
項
に
、
改
正
前
二
条
一
項
の
資
金
提
供
罪
が
三
条
一
項
に
移
動
さ
れ
て
い
る
。

　
ⅱ
　
客
体
に
係
る
変
更
点

　
先
述
し
た
と
お
り
、
二
〇
一
四
年
の
改
正
に
よ
り
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
に
お
け
る
客
体
が
、
改
正
前
の
「
資
金
」
か
ら
、

「
資
金
若
し
く
は
そ
の
〔
テ
ロ
行
為
の
〕
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
（
資
金
以
外
の
土
地
、
建
物
、
物
品
、
役
務
そ
の
他
の
利
益
を
い
う
。）」
と

い
う
書
き
ぶ
り
に
あ
ら
た
め
ら
れ
、
拡
大
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
か
ら
の
指
摘
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る）
53
（

。

　
本
稿
の
検
討
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
い
う
「
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
」
の
意
義
で
あ
る
。

「
利
益
」
と
は
お
よ
そ
人
の
需
要
・
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
に
足
り
る
も
の
を
意
味
す
る
が
、「
そ
の
〔
テ
ロ
行
為
の
〕
実
行
に
資
す
る
」
と

い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
こ
れ
に
該
当
し
な
）
54
（
い
。「
土
地
、
建
物
、
物
品
、
役

務
」
は
そ
の
例
示
で
あ
る
が
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
に
資
す
る
「
物
品
」、「
役
務
」
の
具
体
例
と
し
て
は
、
テ
ロ
行
為
に
使
用
さ
れ
得
る
武

器
（「
物
品
」）、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
武
器
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
訓
練
を
施
す
こ
と
（「
役
務
」）
が
考
え
ら
れ
、
上
記
例
示
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
「
そ
の
他
利
益
」
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
重
要
施
設
へ
の
侵
入
経
路
の
よ
う
な
情
報
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
）
55
（

る
点
が
重

要
で
あ
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
主
文
6
⒝
の
渡
航
資
金
提
供
禁
止
類
型
と
の
関
係
で
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

2　

渡
航
者
本
人
以
外
の
者
に
よ
る
渡
航
へ
の
資
金
収
集
行
為

　
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
改
正
前
の
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
三
条
一
項
は
、
テ
ロ
企
図
者
が
テ
ロ
行
為
の
実
行
の
た
め
に
使
用
す
る
目

的
で
行
う
資
金
収
集
行
為
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
た
。
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他
方
、
決
議
二
一
七
八
号
主
文
6
⒝
に
お
い
て
は
、
資
金
収
集
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
、
テ
ロ
行
為
を
行
う
者
に
限
定
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
、
主
文
6
⒝
に
い
う
「
テ
ロ
行
為
の
実
行
、
立
案
、
ま
た
は
そ
の
準
備
、
若
し
く
は
そ
れ
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の

訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
ま
た
は
受
け
る
こ
と
の
た
め
に
、
居
住
国
ま
た
は
国
籍
国
以
外
の
国
家
へ
渡
航
す
る
個
人
」
の
う
ち
、
テ
ロ
行
為

の
「
実
行
」
や
「
そ
れ
へ
の
参
加
」
は
、「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
に
該
当
し
得
る
た
め
、
そ
の
た
め
に
渡
航
（
戦
闘
行
為
目
的

渡
航
）
す
る
個
人
は
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
要
件
に
ひ
き
つ
け
れ
ば
、「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る

者
」（
テ
ロ
企
図
者
）
に
該
当
し
得
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
、
戦
闘
行
為
目
的
で
渡
航
す
る
者
に
よ

る
資
金
収
集
行
為
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
他
方
、
あ
る
者
が
テ
ロ
資
金
収
集
行
為
を
行
っ
た
と
し
て
、
当
該
資
金
を
テ
ロ
企
図
者
に
提
供
す
れ
ば
改
正
前
二
条
の
罪
（
テ
ロ
資
金

提
供
罪
）
が
成
立
し
得
た
が
、
そ
れ
以
外
の
資
金
収
集
行
為
、
た
と
え
ば
、
テ
ロ
資
金
を
テ
ロ
企
図
者
本
人
以
外
の
者
に
提
供
す
る
行
為
、

ま
た
は
、
テ
ロ
企
図
者
本
人
で
は
な
い
者
が
テ
ロ
資
金
を
収
集
す
る
行
為
は
、
改
正
前
の
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
処
罰
の
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
）
56
（

る
。
こ
の
点
は
、
犯
罪
化
義
務
と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
確
認
し
た
と
お
り
、
二
〇
一
四
年
の
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
改
正
に
よ
っ
て
処
罰
の
対
象
と

な
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
た
め
、
決
議
二
一
七
八
号
主
文
6
⒝
の
課
す
犯
罪
化
義
務
の
履
行
さ
れ
る
範
囲
が
広
が
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
新
設
さ
れ
た
三
条
二
項
に
よ
り
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
一
次
協
力
者
に
対
し
資
金
等
を
提
供
す
る

行
為
（
同
前
段
）
及
び
一
次
協
力
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
行
為
（
同
後
段
）
が
、
同
じ
く
新
設
さ
れ
た
同
条
三
項
に
よ
り
、
一
次
協
力

者
が
、
テ
ロ
企
図
者
へ
の
資
金
等
の
提
供
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目
的
で
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
が
処
罰
の
対
象
に
含
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
ま
で
は
な
い
が
、
一
次
協
力
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
行
為
の
実
行
を
容
易
に

す
る
目
的
で
、
当
該
一
次
協
力
者
に
対
し
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
四
条
一
項
、
そ
の
ほ
か
テ
ロ
行
為
の
実
行
の
た
め
に
利
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用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
及
び
提
供
さ
せ
る
行
為
を
処
罰
す
る
五
条
一
項
及
び
二
項
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
渡
航
者

本
人
以
外
の
者
に
よ
る
渡
航
へ
の
資
金
収
集
行
為
の
犯
罪
化
義
務
の
履
行
は
手
厚
く
対
応
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

3　

計
画
等
目
的
渡
航
へ
の
資
金
提
供
及
び
資
金
収
集
行
為

　
す
ぐ
前
に
み
た
よ
う
に
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
は
、
二
〇
一
四
年
の
改
正
を
経
て
間
接
的
な
テ
ロ
資
金
提
供
行
為
等
を
そ
の
処
罰
の

対
象
に
含
め
た
と
い
え
る
が
、
依
然
と
し
て
、「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
」（
テ
ロ
企
図
者
）
の
要
件
と

の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
。

　
こ
の
点
、
先
に
み
た
と
お
り
、
テ
ロ
行
為
の
「
実
行
」
や
「
そ
れ
へ
の
参
加
」
は
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
に
該
当
し
得
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
目
的
で
渡
航
（
戦
闘
行
為
目
的
渡
航
）
す
る
個
人
は
、「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る

者
」（
テ
ロ
企
図
者
）
に
該
当
し
得
る
が
、
テ
ロ
行
為
の
「
立
案
」、「
準
備
」、
テ
ロ
の
訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
渡
航
（
計
画
等
目
的
渡
航
）
が
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
に
該
当
し
な
い
と
す
る
限
り
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
で
渡

航
す
る
個
人
を
テ
ロ
企
図
者
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
者
へ
の
資
金
提
供
及
び
収
集
行
為
が
処
罰
の
対
象
で
な
い
と
考
え
ら

れ
る
点
に
お
い
て
、
主
文
6
⒝
の
犯
罪
化
義
務
を
完
全
に
は
履
行
で
き
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈣
　
⒞ 

渡
航
に
対
す
る
便
宜
供
与
等
の
禁
止
類
型

1　

渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
と
「
予
備
・
陰
謀
」
と
の
関
係

　
決
議
二
一
七
八
号
の
主
文
6
⒞
に
い
う
「
渡
航
す
る
個
人
の
渡
航
の
、
自
国
民
に
よ
る
若
し
く
は
自
国
領
域
に
お
け
る
、
意
図
的
な
準

備
、
ま
た
は
勧
誘
の
行
為
を
含
む
、
他
の
支
援
」
を
、
こ
こ
で
は
「
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
」
と
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
戦
闘
行
為
目
的
渡
航
が
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
い
う
「
予
備
」
に
該
当
し
得
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
当
該
予
備
行
為
の
さ
ら
に
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準
備
行
為
と
い
う
性
質
の
「
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
」
を
予
備
又
は
陰
謀
に
よ
っ
て
捕
捉
し
得
る
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
既
に
確

認
し
た
と
お
り
、
同
罪
に
い
う
「
予
備
」
と
は
外
国
に
対
す
る
私
的
な
戦
闘
行
為
を
行
う
た
め
の
準
備
行
為
を
い
い
、
方
法
の
い
か
ん
を

問
わ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
典
型
例
は
、
兵
器
、
弾
薬
、
食
料
、
資
金
、
兵
員
の
調
達
、
輸
送
用
船
舶
、
航
空
機
の
調
達
等
だ
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
準
備
行
為
を
含
む
趣
旨
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
陰
謀
」
に
つ
い
て
も
、
既
に
み
た
よ
う
に

「
私
的
な
戦
闘
行
為
の
実
行
の
た
め
に
、
二
人
以
上
の
者
が
謀
議
・
画
策
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
渡
航
へ
の
便

宜
供
与
等
が
直
ち
に
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
に
い
う
「
予
備
」
又
は
「
陰
謀
」
に
該
当
す
る
と
は
い
い
難
い
。
ま
た
、
渡
航
へ
の
便
宜
供

与
等
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
は
、
私
戦
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
渡
航
の
支
援
を
目
的
と
し
た
行
為
で
あ
る
た
め
、
私
戦
予
備
及
び
陰

謀
罪
と
の
関
係
で
は
故
意
を
欠
く
可
能
性
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
　

2　

予
備
罪
の
共
犯
論
と
の
関
係

　
他
方
で
、
私
戦
予
備
罪
の
従
犯
と
し
て
処
罰
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
戦
闘
行
為
目
的
の
）

渡
航
は
私
戦
予
備
罪
に
い
う
予
備
に
該
当
し
得
る
の
で
、
当
該
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
は
、
そ
の
幇
助
と
見
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
際
、
予
備
罪
の
共
犯
の
成
否
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
予
備
罪
の
共
犯
と
は
、
典
型
的

に
は
、
予
備
罪
が
可
罰
的
で
あ
る
犯
罪
類
型
に
つ
き
、
犯
罪
を
共
謀
し
た
が
予
備
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
他
人
の
犯
罪
行
為
を

教
唆
、
幇
助
し
よ
う
と
し
た
が
正
犯
が
予
備
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
を
い
）
57
（

う
。

　
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
殺
人
予
備
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
昭
和
三
七
年
の
最
高
裁
決
定
が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
同
決
定
の
第
一
審
、
原
審
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
判
断
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
決
定
が
特
段
の
理
由
を
示
す
こ
と
な

く
原
審
を
是
認
し
た
た
め
、
予
備
罪
の
従
犯
の
肯
否
に
つ
い
て
の
判
例
の
立
場
は
明
ら
か
で
な
く
、
学
説
に
お
い
て
も
見
解
の
対
立
が

あ
）
58
（
る
。
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⑴
　（
裁
）
判
例

　
ま
ず
、
先
に
言
及
し
た
最
高
裁
昭
和
三
七
年
一
一
月
八
日
決
）
59
（

定
に
係
る
事
案
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人

Ｘ
は
、
Ｙ
か
ら
、
Ａ
殺
害
の
計
画
を
告
げ
ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
に
用
い
る
た
め
の
青
酸
ソ
ー
ダ
の
入
手
を
依
頼
さ
れ
た
。
Ｘ
は
そ
れ
を
承

諾
し
、
入
手
し
た
青
酸
ソ
ー
ダ
を
Ｙ
に
手
交
し
た
が
、
Ｙ
は
こ
れ
を
使
用
せ
ず
に
、
Ａ
に
睡
眠
薬
を
服
用
さ
せ
た
上
で
Ａ
を
絞
殺
し
た
。

　
第
一
審
の
名
古
屋
地
判
昭
和
三
六
年
四
月
二
八
）
60
（

日
は
、
主
た
る
訴
因
で
あ
る
殺
人
予
備
罪
を
認
め
ず
、
殺
人
予
備
罪
の
幇
助
犯
の
成
立

を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
予
備
罪
は
「
自
己
の
犯
罪
の
目
的
の
た
め
犯
意
を
実
現
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、」「
殺
人
予
備
罪
に
つ
い

て
言
え
ば
、
行
為
者
が
自
ら
殺
人
の
意
図
を
も
っ
て
、
そ
の
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
他
人
予
備
を

否
定
し
て
、
本
件
で
は
被
告
人
Ｘ
に
そ
の
よ
う
な
意
図
が
な
か
っ
た
た
め
殺
人
予
備
罪
は
成
立
し
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
予
備
罪

も
基
本
的
な
構
成
要
件
の
修
正
形
式
で
は
あ
る
が
、
一
個
の
構
成
要
件
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
充
足
す
る
行
為
は
実

行
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
」、
ま
た
、「
刑
法
第
七
九
条
は
、
内
乱
罪
の
組
織
的
集
団
犯
の
特
質
か
ら
、
そ
の
刑
に
つ
い
て
特
に
加
重
し

て
規
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
他
に
予
備
の
幇
助
を
罰
し
な
い
趣
旨
で
は
な
い
」
と
し
て
、
被
告
人
Ｘ
に
殺
人
予
備
罪
の
幇
助

犯
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
被
告
人
側
が
予
備
の
幇
助
は
不
可
罰
で
あ
る
等
主
張
し
て
控
訴
し
た
。

　
控
訴
審
の
名
古
屋
高
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
七
）
61
（

日
は
、
予
備
罪
の
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
第
一
審
を
破
棄
し
、
被
告
人
Ｘ
は
殺
人

予
備
罪
の
共
同
正
犯
に
あ
た
る
と
し
た
（
た
だ
し
、
刑
は
維
持
）。
す
な
わ
ち
、「
い
わ
ゆ
る
修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
を
充
足
す
る
行
為
も

又
実
行
行
為
と
よ
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
」
予
備
罪
に
も
実
行
行
為
が
存
在
し
、
予
備
罪
の
幇
助
と
い
う
概
念
も
論
理
的
に
は
あ
り
得

る
が
、「
予
備
罪
の
実
行
行
為
は
無
定
型
、
無
限
定
な
行
為
」
で
あ
り
、「
従
犯
の
行
為
も
又
同
様
無
限
定
、
無
定
型
」
で
あ
る
か
ら
、

「
予
備
罪
の
従
犯
（
正
犯
が
予
備
罪
に
終
っ
た
場
合
の
従
犯
）
を
も
処
罰
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
従
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
場
合

が
、
…
…
予
備
罪
の
正
犯
の
場
合
に
も
ま
し
て
著
し
く
拡
張
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
刑
法
七
九

条
（
内
乱
予
備
幇
助
）
の
よ
う
な
「
特
に
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
」
以
外
は
予
備
罪
の
幇
助
を
不
可
罰
と
す
る
の
が
法
の
趣
旨
で
あ
る
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と
し
た
。
そ
の
上
で
、
予
備
罪
の
共
同
正
犯
と
予
備
罪
の
幇
助
の
区
別
に
つ
き
、「
行
為
者
の
意
思
と
そ
の
外
部
に
表
現
さ
れ
た
行
為
の

形
式
の
双
方
を
併
せ
て
考
察
し
、
こ
れ
を
区
別
の
基
準
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
人
Ｘ
に
つ
い
て
は
殺
人
予
備
罪
の
共

同
正
犯
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
被
告
人
Ｘ
は
、
実
行
行
為
の
な
い
予
備
罪
に
共
同
正
犯
は
あ
り
得
な
い
、
と
か
、
他
人
の
犯
罪
を
手
伝
っ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
従
犯
で

あ
っ
て
、
予
備
罪
の
従
犯
が
不
可
罰
で
あ
る
こ
と
は
原
審
自
身
が
肯
定
し
て
い
る
、
な
ど
と
主
張
し
上
告
し
た
が
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う

に
判
示
し
て
決
定
で
上
告
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
上
告
趣
意
第
一
点
は
違
憲
を
い
う
が
、
そ
の
実
質
は
事
実
誤
認
、
単
な
る
法
令

違
反
の
主
張
に
帰
し
刑
訴
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い
（
被
告
人
の
判
示
所
為
を
殺
人
予
備
罪
の
共
同
正
犯
に
問
擬
し
た
原
判
決
の
判

断
は
正
当
と
認
め
る
）。」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
高
裁
は
原
審
を
是
認
す
る
に
あ
た
っ
て
特
段
の
理
由
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
予
備
罪
に
実
行
行
為
を
観
念
で
き
る
こ
と
、
予
備
罪
の

共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
反
面
、
予
備
罪
の
幇
助
犯
の
肯
否
に
つ
い
て
の
立
場
は
不
明
で
あ
）
62
（
る
。

　
予
備
罪
の
従
犯
の
成
否
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
大
阪
高
判
昭
和
三
八
年
一
月
二
二
）
63
（
日
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
密
出
国
を
企
て
た

者
に
、
そ
の
事
情
を
知
り
な
が
ら
旅
費
を
貸
す
な
ど
し
て
便
宜
を
与
え
た
被
告
人
に
つ
き
、
予
備
罪
の
実
行
行
為
を
認
め
た
上
で
、「
自

ら
基
本
的
構
成
要
件
上
の
行
為
を
実
行
す
る
意
思
は
な
く
単
に
他
人
の
行
為
を
幇
助
す
る
意
思
で
そ
の
予
備
行
為
を
し
た
者
は
、
予
備
罪

の
従
犯
と
な
る
と
解
す
る
の
ほ
か
は
な
い
」
と
し
て
、
密
出
国
企
図
）
64
（

罪
の
従
犯
と
し
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
予
備
罪
の
共
同
正
犯
と
予

備
罪
の
幇
助
の
区
別
に
つ
き
、「
結
局
犯
人
の
意
思
に
よ
っ
て
共
同
正
犯
と
従
犯
と
を
区
別
す
る
の
ほ
か
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
大

阪
高
裁
昭
和
三
八
年
判
決
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
は
予
備
罪
で
あ
る
と
こ
ろ
の
密
出
国
企
図
罪
の
幇
助
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
高
裁
で
は
あ
る
も
の
の
、
予
備
罪
の
幇
助
の
可
罰
性
が
肯
定
さ
れ
た
点
は
重
要
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
⑵
　
学
　
説

　
学
説
は
、
大
略
、
予
備
罪
の
共
犯
を
否
定
す
る
見
解
と
、
肯
定
す
る
見
解
と
で
対
立
す
る
。
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ま
ず
、
そ
も
そ
も
予
備
行
為
は
実
行
行
為
に
あ
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
予
備
罪
の
共
犯
を
全
面
的
に
否
定
す
る
見
解
が
あ
）
65
（
る
。
そ
の
よ

う
な
見
解
は
、
刑
法
六
〇
条
以
下
に
い
う
「
実
行
」
を
（
六
二
条
に
つ
い
て
は
「
正
犯
」
を
六
〇
条
の
「
犯
罪
を
実
行
し
た
」
正
犯
を
意
味
す
る
と

と
ら
え
る
）、
四
三
条
に
い
う
「
実
行
」
と
同
じ
く
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
行
う
こ
と
と
解
し
、
し
た
が
っ
て
実
行

の
着
手
以
前
の
予
備
行
為
に
は
「
実
行
」
を
観
念
で
き
ず
、
実
行
行
為
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
否
定
説
は
現
在
で
は
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
多
数
説
は
、
む
し
ろ
、
予
備

罪
の
共
犯
を
肯
定
す
る
見
解
で
あ
ろ
）
66
（
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
六
〇
条
以
下
に
い
う
「
実
行
」
は
共
犯
成
立
の
範
囲
を
画

す
る
概
念
で
あ
り
、
四
三
条
に
い
う
「
実
行
」
は
予
備
と
未
遂
を
区
別
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
か
ら
、
実
行
行
為
概
念
は
相
対
的
で
あ

り
、
共
犯
の
成
立
を
実
行
の
着
手
以
後
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
し
、
基
本
的
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
は
い
え
予
備
罪
も
相
当
に
重
い

法
定
刑
の
予
定
さ
れ
た
独
立
の
犯
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
そ
の
構
成
要
件
該
当
行
為
を
実
行
行
為
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
予
備
罪
に
も
実
行
行
為
が
観
念
で
き
る
以
上
、
そ
の
共
同
正
犯
、
教
唆
、
幇
助
の
成
立
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
）
67
（

る
。

　
予
備
罪
の
共
犯
を
全
面
的
に
否
定
す
る
立
場
は
、
実
質
論
と
し
て
、
予
備
行
為
そ
の
も
の
が
無
限
定
・
無
定
型
な
行
為
で
あ
る
の
に
、

そ
の
共
犯
を
認
め
る
と
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
曖
昧
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
謙
抑
主
義
の
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
と
も
指
摘
す
）
68
（

る
。

も
っ
と
も
、
現
行
法
の
予
備
罪
処
罰
そ
れ
自
体
の
正
当
性
は
否
定
説
の
立
場
か
ら
も
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
）
69
（
ら
、
自
ら
実
行
の
目
的
を

も
た
な
い
者
に
よ
る
予
備
行
為
へ
の
加
功
を
一
切
不
問
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
否
定
説
の
立
場
は
実
質
的
に
も
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
）
70
（

る
。

　
ま
た
、
肯
定
説
の
立
場
か
ら
は
、
最
高
裁
昭
和
三
七
年
決
定
の
原
審
た
る
前
述
の
名
古
屋
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
が
、
予
備
罪
が
無
限

定
・
無
定
型
で
あ
り
幇
助
犯
も
無
限
定
・
無
定
型
で
あ
る
か
ら
明
文
の
な
い
限
り
予
備
罪
の
幇
助
を
否
定
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
を
と
っ

た
こ
と
が
問
題
と
な
り
う
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
予
備
罪
の
幇
助
の
問
題
で
は
な
く
、
予
備
罪
、
幇
助
犯
そ
れ
ぞ
れ
に
固
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有
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
り
限
定
的
な
解
釈
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
に
は
な
っ
て
も
、
刑
法
六
四
条
の
規
定
を
こ
え
て

幇
助
犯
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
り
得
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
）
71
（

う
。

　
⑶
　
小
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
予
備
罪
の
幇
助
犯
の
成
立
の
余
地
を
認
め
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
文
6
⒞
が
犯
罪
化
を
求
め
る
渡
航
へ
の
便

宜
供
与
等
に
つ
い
て
（
そ
の
外
縁
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
す
べ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、）
私
戦
予
備
罪
の
幇
助
犯
で
も
っ
て
対
応
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
）
72
（
う
。

3　

テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
と
の
関
係

　
主
文
6
⒞
が
犯
罪
化
を
求
め
る
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
も
関
係
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、

先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
テ
ロ
行
為
の
「
実
行
」
及
び
「
そ
れ
へ
の
参
加
」
に
つ
い
て
は
同
法
一
条
の
規
定
す
る
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯

罪
行
為
」（
テ
ロ
行
為
）
に
該
当
す
る
と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
目
的
で
渡
航
す
る
個
人
は
同
法
の
「
公
衆
等
脅

迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
」（
テ
ロ
企
図
者
）
に
該
当
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
同
法
（
改
正
後
）
三
条
一
項
は
、
テ
ロ

行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
テ
ロ
企
図
者
に
対
し
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
資
金
等
の

具
体
例
と
し
て
は
テ
ロ
行
為
に
使
用
さ
れ
得
る
武
器
（「
物
品
」）、
武
器
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
訓
練
を
施
す
こ
と
（「
役
務
」）、
重
要
施

設
へ
の
侵
入
経
路
の
よ
う
な
情
報
の
供
与
（「
そ
の
他
利
益
」）
が
含
ま
れ
得
る
こ
と
は
既
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
が

み
れ
ば
、
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
の
意
義
に
も
よ
る
が
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
罪
に
よ
り
、
主
文
6
⒞
の
課
す
犯
罪
化
義
務
に
は
一

定
の
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
刑
の
比
較
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
の
処
罰
は
、
私
戦
予
備
罪
の
幇
助
犯

の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
程
度
確
保
で
き
る
旨
を
先
に
述
べ
た
。
も
っ
と
も
、
同
罪
の
法
定
刑
は
「
三
月
以
上
五
年
以
下
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の
禁
錮
」
で
あ
り
、
そ
の
幇
助
犯
と
な
れ
ば
処
断
刑
は
短
期
・
長
期
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
減
じ
た
も
の
と
な
る
の
に
対
し
て
、
テ
ロ
資

金
提
供
処
罰
法
三
条
一
項
の
法
定
刑
は
「
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
渡
航
へ
の
便
宜
供
与

等
が
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
三
条
一
項
に
い
う
「
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
限
り
、
私
戦
予
備

罪
の
幇
助
犯
と
し
て
処
断
す
る
よ
り
も
重
い
刑
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
得
る
だ

ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、「
資
金
等
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
と
お
り
、
武
器
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
訓
練
を
施
す
こ
と
や
重
要
施
設
へ
の
侵

入
経
路
の
よ
う
な
情
報
の
供
与
も
含
ま
れ
る
な
ど
、
比
較
的
広
い
概
念
と
い
え
る
が
、「
テ
ロ
実
行
に
資
す
る
」
と
い
う
限
定
が
あ
る
こ

と
も
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
他
方
で
、
幇
助
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
類
型
の
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
）
73
（
く
、
正
犯
の
実

行
を
容
易
に
す
る
行
為
で
、
そ
の
手
段
、
方
法
、
態
様
に
制
限
は
な
い
と
さ
れ
て
い
）
74
（

る
の
で
あ
る
か
ら
、
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
に
該
当

す
る
行
為
の
う
ち
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
い
う
「
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
」
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
き
特
に
重
い
刑
が
予
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
「
資
金
等
」
が
テ
ロ
実
行
に
資
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

㈤
　
小
　
括

　
以
上
、
国
連
安
保
理
決
議
第
二
一
七
八
号
主
文
6
の
課
す
犯
罪
化
義
務
を
履
行
す
る
上
で
生
じ
得
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
主
に
、
私
戦

予
備
及
び
陰
謀
罪
、
な
ら
び
に
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
同
犯

罪
化
義
務
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
罪
で
も
っ
て
一
定
程
度
の
対
応
が
可
能
だ
が
、
他
方
で
、
問
題
が
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の

場
合
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
特
に
、
当
該
渡
航
が
戦
闘
行
為
目
的
で
は
な
く
、
テ
ロ
行
為
の
立
案
及
び
準
備
、
な
ら
び
に
テ
ロ
の
訓
練
の

提
供
及
び
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
（
計
画
等
目
的
渡
航
）
に
つ
き
、
犯
罪
化
義
務
を
履
行
す
る
上
で
の
問
題

が
顕
在
化
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
、
犯
罪
化
義
務
の
履
行
状
況
に
、
ひ
い
て
は
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
刑
法
的
対
応
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
今
般
の
組
織
的
犯

罪
処
罰
法
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
テ
ロ
等
準
備
罪
で
あ
る
。
本
稿
で
は
最
後
に
、
テ
ロ
等
準
備
罪
新
設
が
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯

罪
化
義
務
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
を
検
討
し
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
刑
法
的
対
応
の
現
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

四
　
テ
ロ
等
準
備
罪
新
設
以
後
の
刑
法
的
対
応

㈠
　
総
　
説

　
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
に
第
一
九
三
回
通
常
国
会
に
お
い
て
可
決
・
成
）
75
（

立
し
、
一
部
を
除
き
同
年
七
月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
、

「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
す
る
）
の
一
部
改
正
）
76
（
法
（
平
成
二

九
年
六
月
二
一
日
法
律
第
六
七
号
）
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
テ
ロ
等
準
備
）
77
（

罪
は
、「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約

（U
nited N

ations Convention against Transnational O
rganized Crim

e

）」
を
締
結
す
る
た
め
の
国
内
法
整
備
の
一
環
と
し
て
新
設
さ
れ
た

と
い
え
）
78
（
る
。

　
テ
ロ
等
準
備
罪
は
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
二
七
七
の
）
79
（

罪
（
対
象
犯
罪
）
に
当
た
る
行
為
に
つ
き
、
組
織
的
犯
罪
集

団
の
団
体
の
活
動
と
し
て
当
該
行
為
を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
の
者
が
計
画
し
（
計
画
行

為
）、
そ
の
計
画
を
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
そ
の
計
画
に
基
づ
き
資
金
又
は
物
品
の
手
配
、
関
係
場
所
の
下
見
そ
の
他
の
計
画
を
し

た
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備
行
為
（
実
行
準
備
行
為
）
が
行
わ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
罪
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
け
る
検
討
と
の
関
係
で
着
目
す
べ
き
は
、
対
象
犯
罪
に
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
別
表
第
三
の
八
十
二
に
は
、〔
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
〕「
第
二
条
第
一
項
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
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よ
る
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
）
又
は
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行

し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
等
）
の
罪
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ

等
準
備
罪
の
要
件
を
み
た
す
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
計
画
行
為
が
テ
ロ
等
準
備
罪
に
よ
る
処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

㈡
　
テ
ロ
等
準
備
罪
新
設
の
意
義

　
先
述
し
た
と
お
り
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
の
う
ち
、
テ
ロ
等
準
備
罪
の
対
象
犯
罪
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
二
条
一
項
の
罪
、

三
条
一
項
な
い
し
三
項
の
罪
、
四
条
一
項
の
罪
で
あ
る
。
こ
れ
ら
類
型
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
き
、
テ
ロ
等
準
備
罪
の
要
件
を
み
た
す
限

り
に
お
い
て
、
そ
の
計
画
行
為
が
テ
ロ
等
準
備
罪
に
よ
る
処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
決
議
二
一
七
八
号
主
文
6
⒞
が
犯
罪
化
を
求
め
る
、
渡
航
に
対
す
る
便
宜
供
与
等
と
の
関
係
に
お
い
て
特
に
重
要
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
戦
闘
行
為
目
的
で
渡
航
す
る
個
人
は
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
」（
テ
ロ
企
図
者
）
に

該
当
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
テ
ロ
企
図
者
に
対
し
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
は
テ
ロ

資
金
提
供
処
罰
法
三
条
一
項
の
処
罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
既
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
提
供
行
為
に
つ
き
、
テ
ロ
等
準

備
罪
の
要
件
を
み
た
す
限
り
に
お
い
て
、
計
画
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
い
う
資
金
等
に
は
重
要
施
設
へ

の
侵
入
経
路
の
よ
う
な
情
報
が
含
ま
れ
、
そ
の
提
供
が
決
議
二
一
七
八
号
主
文
6
⒞
の
渡
航
へ
の
便
宜
供
与
等
に
該
当
し
得
る
こ
と
は
既

に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
テ
ロ
対
策
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
単
な
る
資
金
提
供
よ
り
も
禁
圧
の
必
要
性
の
高
い
情

報
提
供
に
つ
き
計
画
段
階
で
処
罰
し
得
る
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
点
に
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
テ
ロ
対
策
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
一
面
が
見

出
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
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㈢
　
刑
法
的
対
応
の
課
題

　
も
っ
と
も
、
テ
ロ
等
準
備
罪
に
よ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
計
画
等
目
的
渡
航
を
十
分
に
と
ら
え
き
れ
な
い
と
い
う
刑
法
的
対
応
の
課
題
が

解
決
さ
れ
得
る
か
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
以
下
、
敷
衍
し
て
述
べ
る
。

　
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
の
三
条
一
項
の
資
金
提
供
罪
を
例
に
と
れ
ば
、
テ
ロ
等
準
備
罪
に
い
う
対
象
犯
罪
に
当
た
る
行
為
と
は
、
テ
ロ

行
為
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
テ
ロ
企
図
者
に
資
金
等
を
提
供
す
る
行
為
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
テ
ロ
企
図
者
の
要
件
、
す
な
わ
ち

提
供
の
相
手
方
に
お
い
て
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
意
図
し
て
い
る
と
い
う
客
観
的
状
況
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
決
議
二
一
七
八
号
に
ひ
き

つ
け
れ
ば
、
相
手
方
た
る
渡
航
者
が
戦
闘
行
為
目
的
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
具
体
性
を
欠
い
た
計
画
で
も
テ
ロ
等
準
備
罪
の
計
画
行
為
の
要
件
と
し
て
足
り
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
罪
に
よ
り
計
画
等

目
的
渡
航
の
ケ
ー
ス
も
一
定
程
度
対
応
可
能
と
み
る
余
地
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
罪
の
計
画
行
為
の
要
件
を
み
た
す
に
は
、

対
象
犯
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
き
、
二
人
以
上
の
者
に
よ
る
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
合
意
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
）
80
（

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

前
記
の
よ
う
な
計
画
で
は
同
要
件
は
み
た
さ
れ
ず
、
同
罪
は
成
立
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
計
画
等
目
的
渡
航
の
ケ
ー
ス
は
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
新
設
さ
れ
た
現
在
で
も
、
依
然
と
し
て
刑
法
的
対
応

を
考
え
る
上
で
課
題
と
な
り
得
る
と
い
え
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
今
一
度
振
り
返
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
近
年
の
国
際
テ
ロ
情
勢
を
め
ぐ
っ
て
は
、
外
国
人
テ
ロ
戦
闘
員
（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）
問
題
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
に
採
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択
さ
れ
た
決
議
二
一
七
八
号
が
Ｆ
Ｔ
Ｆ
の
犯
罪
化
義
務
を
課
し
た
。
同
犯
罪
化
義
務
は
、
大
略
、「
テ
ロ
行
為
の
実
行
・
計
画
・
準
備
、

テ
ロ
行
為
へ
の
参
加
、
テ
ロ
の
訓
練
の
提
供
、
テ
ロ
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
⒜
渡
航
又
は
渡
航
の
企
図
、
⒝
か
か
る
渡

航
に
対
す
る
資
金
提
供
、
⒞
渡
航
の
組
織
化
、
便
宜
供
与
等
を
国
内
法
で
犯
罪
化
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
者
の
訴
追
・
処
罰
を
確
保

す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
決
議
採
択
の
時
点
で
は
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
（
刑
法
九
三
条
）
な
ら

び
に
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
が
そ
れ
に
関
係
し
得
る
と
す
る
政
府
の
見
解
が
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
指
摘
へ
対
応
す
る
た
め
の
テ
ロ
資
金

提
供
処
罰
法
改
正
案
の
国
会
審
議
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
同
改
正
案
に
よ
り
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
加
え
ら

れ
る
変
更
は
、
同
犯
罪
化
義
務
履
行
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　
犯
罪
化
義
務
を
規
定
す
る
各
類
型
に
つ
き
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
、
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
に
よ
っ
て
一

定
程
度
の
対
応
は
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
特
に
計
画
等
目
的
渡
航
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。

　
そ
の
上
で
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
決
議
二
一
七
八
号
の
課
す
犯
罪
化
義
務
と
の
関
係
で
持
ち
得
る
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、

同
罪
の
対
象
犯
罪
に
は
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
上
の
罪
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
計
画
段
階
も
ま
た
、
テ

ロ
等
準
備
罪
の
要
件
を
充
足
す
る
限
り
に
お
い
て
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
決
議
の
課
す
渡
航
の
便
宜
供
与
等
の
犯
罪
化
義

務
に
つ
い
て
、
よ
り
早
期
の
処
罰
が
可
能
と
な
り
、
よ
り
手
厚
い
対
応
が
可
能
と
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
も
っ
と
も
、
計
画
等
目
的
渡
航

の
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
は
依
然
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
本
稿
で
は
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
ま
ず
、
決
議
二
一
七
八
号
の

課
す
犯
罪
化
義
務
へ
の
刑
法
的
対
応
を
検
討
す
る
際
の
枠
組
を
示
す
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
る
が
、
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
、
テ
ロ
資
金

提
供
処
罰
法
上
の
罪
及
び
テ
ロ
等
準
備
罪
の
各
類
型
に
よ
り
同
犯
罪
化
義
務
を
ど
こ
ま
で
の
範
囲
で
履
行
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

に
つ
い
て
の
よ
り
精
緻
な
検
討
の
た
め
に
は
、
各
類
型
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
解
釈
論
的
検
討
を
要
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
際
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
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の
犯
罪
化
義
務
の
目
的
と
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
現
行
法
上
の
各
罪
の
目
的
（
な
い
し
保
護
法
益
）
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
は
お
よ
そ
国
際
テ
ロ
に
関
わ
る
す
べ
て
の
国
や
地
域
に
共
通
の
問
題
で
あ
り
、
か
つ
、
決
議
二
一
七
八
号
の

課
す
犯
罪
化
義
務
は
国
連
加
盟
国
の
す
べ
て
を
法
的
に
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
国
に
お
け
る
対
応
を
も
あ
わ
せ
参
照
す
べ
き
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
比
較
法
的
検
討
に
ま
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
今
後
の
課
題
と
見
据
え
、

本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
つ
い
て
は
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
統
一
的
な
定
義
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
近
時
の
邦
語
文

献
と
し
て
、
亀
井
源
太
郎
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
と
刑
事
法
」
法
学
研
究
（
二
〇
一
八
年
予
定
）
掲
載
予
定
、
皆
川
誠
「『
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定

義
』
に
関
す
る
国
内
法
お
よ
び
国
際
法
の
動
向
」
早
稲
田
大
学
社
会
安
全
政
策
研
究
所
紀
要
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）  

最
近
の
国
際
テ
ロ
情
勢
を
簡
明
に
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、
公
安
調
査
庁
Ｈ
Ｐ
「
世
界
の
テ
ロ
等
発
生
状
況
」（http://w

w
w.m
oj.go.jp/

psia/terrorism
/index.htm

l

）、
同
「
最
近
の
国
際
テ
ロ
情
勢
」（http://w

w
w.m
oj.go.jp/psia/ITH

/m
enace/index.htm

l

）
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
外
国
語
文
献
に
ま
で
視
野
を
広
げ
れ
ば
数
多
く
の
レ
ポ
ー
ト
が
存
在
す
る
が
、
重
要
な
も
の
と
し
て
、U

nited States D
epartm

ent of 
State Publication Bureau of Counterterrorism

, Country Reports on Terrorism
 2016, 

（July 2017

） （https://w
w
w.state.gov/ 

docum
ents/organization/272488.pdf

）; EU
RO
PO
L, European U

nion Terrorism
 Situation and Trend Report 2017, 

（2017

） 

（https://w
w
w.europol.europa.eu/sites/default/files/docum

ents/tesat2017.pdf

）.

（
3
）  

多
く
の
文
献
が
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
我
が
国
の
国
際
テ
ロ
対
策
」（http://w

w
w.m
ofa.

go.jp/m
ofaj/gaiko/terro/taisaku_0506.htm

l

） 

を
あ
げ
る
に
と
ど
め
、
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
順
次
あ
げ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
4
）  

い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
の
こ
と
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
外
務
省
や
、
先
に
引
用
し
た
公
安
調
査
庁
Ｈ
Ｐ
等
に
お
け
る
表
記
に
従
い
、
Ｉ
Ｓ

Ｉ
Ｌ
に
統
一
す
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
の
別
名
や
詳
細
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
Ｈ
Ｐ
「
イ
ラ
ク
・
レ
バ
ン
ト
の
イ
ス
ラ
ム
国
（
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
）」

（http://w
w
w.m
oj.go.jp/psia/ITH

/organizations/M
E_N
-africa/ISIL.htm

l
） 

を
参
照
。

（
5
）  

警
察
庁
「
焦
点
」
二
八
六
号
（
二
〇
一
七
年
）（http://w

w
w.npa.go.jp/bureau/security/publications/syouten/syouten286/index.

htm
l

） 

一
四
頁
以
下
。
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（
6
）  

戦
闘
地
域
に
渡
航
し
た
後
に
帰
国
（
あ
る
い
は
第
三
国
に
移
転
）
す
る
背
景
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
、
テ
ロ
組
織
の
過
激
思
想

に
感
化
さ
れ
自
ら
の
母
国
で
テ
ロ
を
起
こ
す
べ
く
帰
国
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
テ
ロ
組
織
の
理
念
に
失
望
し
て
帰
国
す
る
者
も
あ
る
と
い
う
。
Ｆ
Ｔ

Ｆ
と
な
っ
た
個
人
に
焦
点
を
あ
て
て
Ｆ
Ｔ
Ｆ
問
題
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、U

N
O
CT, Enhancing the U

nderstanding of the Foreign 
Terrorist Fighters Phenom

enon in Syria, 

（July 2017

） （http://w
w
w.un.org/en/counterterrorism

/assets/im
g/Report_ 

Final_20170727.pdf

）.

（
7
）  CTED, Im

plem
entation of Security Council resolution 2178 （2014

） by States affected by foreign terrorist fighters A
 com

pila-
tion of three reports （S. 2015. 338; S. 2015. 683; S. 2015. 975

）, （Septem
ber,2016

）, at 23 -24, paras. 23 -25.

（
8
）  

公
安
調
査
庁
Ｈ
Ｐ
「
主
な
邦
人
被
害
テ
ロ
事
件
」（http://w

w
w.m
oj.go.jp/psia/ITH

/topic/2017_Japanese_suffer.htm
l

） 

を
参
照
。

（
9
）  Tanya M

ehra, 
‘Foreign Terrorist Fighters: Trends, D

ynam
ics and Policy Responses

’, ICCT Report, 

（D
ecem

ber 2016

） at 8. 

同
文
献
に
よ
れ
ば
、
実
行
犯
に
Ｆ
Ｔ
Ｆ
が
含
ま
れ
て
い
た
大
規
模
な
テ
ロ
事
件
と
し
て
、
他
に
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
（
一

三
〇
名
死
亡
、
三
五
一
名
負
傷
）
や
二
〇
一
六
年
六
月
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
空
港
に
お
け
る
テ
ロ
（
四
五
名
死
亡
、
二
三
〇
名
負
傷
）
が
あ
る

と
さ
れ
る
。
死
傷
者
数
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
2
）
の
公
安
調
査
庁
Ｈ
Ｐ
「
世
界
の
テ
ロ
等
発
生
状
況
」
を
参
照
。

（
10
）  Soufan G

roup, Beyond the Caliphate Foreign Fighters and the Threat of Returnees TSC Report, （O
ctober 2017

） at 7.

（
11
）  Soufan G

roup, supra note 10, at 8 -10.

（
12
）  Security Council, Resolution 2178 （2014
）, A

dopted by the Security Council at its 7272nd m
eeting, on 24 Septem

ber 2014 （U
N
 

D
oc. S/Res2178

）.

（
13
）  

決
議
二
一
七
八
号
の
概
要
に
つ
き
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
テ
ロ
戦
闘
員
問
題
に
関
す
る
安
保
理
決
議
の
採
択
（
概
要
）」（http://w

w
w.

m
ofa.go.jp/m

ofaj/fp/is_sc/page23_001173.htm
l

）
を
参
照
。

（
14
）  Security Council, Resolution 2396 （2017 

）, A
dopted by the Security Council at its 8148th m

eeting, on 21 D
ecem

ber 2017 （U
N
 

D
oc. S/Res/2396

）.

（
15
）  

決
議
二
三
九
六
号
は
そ
の
前
文
10
に
お
い
て
決
議
二
一
七
八
号
を
想
起
（recall

）
し
て
い
る
。

（
16
）  

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ミ
ビ
ア
事
件
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
該
決
議
が
拘
束
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
文
言
が
慎
重
に
分
析
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
拘
束
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
決
議
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
の
全
て
が
国
連
憲
章
第
二
五
条
の
「
決
定
」（decisions

）
に
該
当
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す
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
「
決
定
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
個
別
の
検
討
を
要
し
、
そ
の
際
に
は
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
当
該
決
議
に
お
け
る
用

語
法
、
決
議
に
至
る
ま
で
の
議
論
、
援
用
さ
れ
た
国
連
憲
章
の
条
項
、
そ
し
て
、
一
般
的
に
当
該
決
議
の
持
ち
得
る
法
的
効
果
を
決
す
る
に
当

た
っ
て
助
け
と
な
る
全
て
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。Legal Consequences for States of the Continued Pres-

ence of South A
frica in N

am
ibia 

（South W
est A

frica

） notw
ithstanding Security Council Resolution 276 

（1970

）, A
dvisory  

O
pinion, I. C. J. Reports 1971, para. 114.

（
17
）  
小
川
新
二
ほ
か
「『
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
』
に
つ
い
て
（
上
）」
法
曹
時
報
五
四
巻

一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
頁
参
照
。

（
18
）  SC/11580, Security Council U

nanim
ously A

dopts Resolution Condem
ning V

iolent Extrem
ism
, U
nderscoring N

eed to Prevent 
Travel, Support for Foreign Terrorist Fighters, （https://w

w
w.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm

）.

（
19
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
丸
山
政
己
「
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
る
『
国
際
立
法
』
と
そ
の
実
施
に
関
す
る
一
考
察
―
国
際
立
憲
主
義
の
観
点
か

ら
―
」
法
政
論
叢
六
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
五
七
頁
以
下
。

（
20
）  

国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
掲
載
の
和
訳 

（http://w
w
w.unic.or.jp/files/s_res_2178.pdf

） 

を
参
照
。
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
こ
れ
に
従

う
。

（
21
）  

石
渡
聖
名
雄
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
法
曹

時
報
六
七
巻
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
頁
以
下
、
大
澤
裕
次
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
関
連
法
の
制
定
・
改
正
の

背
景
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
八
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
今
井
猛
嘉
「
テ
ロ
資
金
の
提
供
等
の
刑
事
規
制
　
関
連
す
る
国
内
法
の
改
正

と
国
際
的
視
点
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
八
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
八
頁
を
参
照
。

（
22
）  Financial Action Task Force, TH

IRD
 M
U
TUA

L EVA
LUATIO

N
 REPO

RT A
N
TI-M

O
N
EY LAU

N
D
ERIN

G
 A
N
D
 CO
M
BAT-

IN
G
 TH
E FIN

A
N
C
IN
G
 O
F TERRO

RISM
  -JA

PA
N
-, 

（17 O
ct. 2008

） （http://w
w
w.fatf-gafi.org/m

edia/fatf/docum
ents/ 

reports/m
er/M

ER%
20Japan%

20full.pdf

）.

そ
の
概
要
と
し
て
、
財
務
省
Ｈ
Ｐ
「
対
日
相
互
審
査 

報
告
書
概
要
（
仮
訳
）」（http://w

w
w.

m
of.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf_201030.htm
）。

（
23
）  Financial Action Task Force, supra note 22, paras. 219 -236. 
前
掲
注
（
22
）・
財
務
省
Ｈ
Ｐ
「
対
日
相
互
審
査
　
報
告
書
概
要
（
仮

訳
）」
中
の
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
参
照
。

（
24
）  

対
応
を
怠
た
り
続
け
た
場
合
に
生
じ
得
る
事
態
に
つ
い
て
は
大
澤
・
前
掲
注
（
21
）・
七
頁
以
下
を
参
照
。
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（
25
）  

テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
関
わ
る
問
題
の
他
に
も
第
三
次
相
互
審
査
に
お
い
て
は
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
二
〇
一
一
年
の
、
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
改
正
等
、
対
応
が
な
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
大
澤
・
前
掲
注
（
21
）・
七
頁
、

今
井
・
前
掲
注
（
21
）・
四
八
頁
参
照
。

（
26
）  
同
時
点
で
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
改
正
案
は
二
〇
一
三
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
継
続
審
議
中
。

（
27
）  FATF, 

‘FATF calls on Japan to enact adequate anti-m
oney laundering and counter terrorist financing legislation

’ （http://
w
w
w.fatf-gafi.org/countries/j-m

/japan/docum
ents/japan-am

l-cft-deficiencies.htm
l

）.

（
28
）  

国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
よ
り
参
照 （http://kokkai.ndl.go.jp/SEN

TAKU
/syugiin/187/0004/18710290004005a.htm

l

）。

（
29
）  

た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
三
日
の
第
一
八
七
回
国
会
法
務
委
員
会
第
六
号
に
お
け
る
林
眞
琴
政
府
参
考
人
（
法
務
省
刑
事
局
長
）
の

答
弁
な
ど
を
参
照
。

（
30
）  

渡
航
行
為
の
犯
罪
化
と
私
戦
予
備
及
び
陰
謀
罪
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
既
に
長
田
秀
樹
「
私
戦
予
備
陰
謀
罪
の
成
立
要
件
」
創

価
法
学
四
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
31
）  

大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
　
第
三
版
　
第
六
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
七
六
頁
以
下
〔
亀
井
源
太
郎
〕。

（
32
）  

西
田
典
之
ほ
か
編
『
注
釈
刑
法
　
第
二
巻
　
各
論
⑴
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
〔
古
川
伸
彦
〕。

（
33
）  

西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
32
）・
一
七
頁
〔
古
川
伸
彦
〕。

（
34
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
31
）・
九
二
頁
以
下
〔
亀
井
源
太
郎
〕。

（
35
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
31
）・
九
三
頁
〔
亀
井
源
太
郎
〕、
西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
32
）・
一
七
頁
〔
古
川
伸
彦
〕。

（
36
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
31
）・
九
三
頁
〔
亀
井
源
太
郎
〕。

（
37
）  

よ
り
制
限
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
近
時
の
見
解
と
し
て
、
長
田
・
前
掲
注
（
30
）・
三
二
頁
以
下
。

（
38
）  

予
備
一
般
に
つ
き
、
西
田
典
之
ほ
か
編
『
注
釈
刑
法
　
第
一
巻
　
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
六
四
九
頁
以
下
〔
和
田
俊
憲
〕
を
参
照
。

ま
た
、
塩
見
淳
「
犯
罪
成
立
時
期
の
包
括
的
な
早
期
化
に
つ
い
て
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
上
巻
﹈』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
）
五
〇
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
39
）  

東
京
高
判
昭
和
四
二
年
六
月
五
日
高
刑
二
〇
巻
三
号
三
五
一
頁
。

（
40
）  

中
森
喜
彦
「
予
備
行
為
の
処
罰
」
法
学
論
叢
一
一
六
巻
一
―
六
号
（
一
九
八
五
年
）
五
三
六
頁
以
下
。

（
41
）  

典
型
的
に
は
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
や
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
が
該
当
す
る
。
決
議
二
一
七
八
号
の
主
文
10
も
参
照
。
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（
42
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
31
）・
九
三
頁
〔
亀
井
源
太
郎
〕。「
陰
謀
」
一
般
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
38
）・
六
五
〇
頁

〔
和
田
俊
憲
〕
を
参
照
。

（
43
）  

原
文
に
つ
い
て
はhttp://w

w
w.un.org/law

/cod/finterr.htm

に
お
い
て
、
和
文
に
つ
い
て
は
外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金

供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
」（http://w

w
w.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/treaty/treaty_020412.htm
l

）
に
お
い
て
参
照
可
能
。

（
44
）  
飯
島
泰
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
概
要
等
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
一
号
（
二
〇
〇

二
年
）
三
八
頁
、
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
著
『
経
済
刑
法
―
実
務
と
理
論
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
三
五
七
頁
以
下
。

（
45
）  

松
尾
裕
敬
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
九
二
頁
。

（
46
）  Security Council, Resolution 1373 （2001

）, A
dopted by the Security Council at its 4385th m

eeting, on 28 Septem
ber 2001 （U

N
 

D
oc. S/Res/2001

）. 
外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
テ
ロ
資
金
対
策
」（http://w

w
w.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/terro/kyoryoku_05.htm
l

）
も
参
照
。

（
47
）  

小
川
新
二
ほ
か
「『
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
』
に
つ
い
て
（
下
）」
法
曹
時
報
五
四
巻

一
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）・
六
四
頁
以
下
。

（
48
）  

小
川
ほ
か
・
前
掲
注
（
47
）・
六
四
頁
以
下
。

（
49
）  

本
改
正
に
つ
い
て
、
立
案
関
係
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
大
澤
・
前
掲
注
（
21
）・
四
頁
以

下
、
今
井
・
前
掲
注
（
21
）・
四
七
頁
以
下
を
参
照
。
二
〇
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
の
第
一
八
七
回
国
会
法
務
委
員
会
第
六
号
に
お
け
る
参
考
人

質
疑
も
示
唆
に
富
む
。

（
50
）  Financial Action Task Force, supra note 22, paras. 219 -236. 

石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
二
頁
も
参
照
。

（
51
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
中
崎
隆
＝
小
堀
靖
弘
『
詳
説
　
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
・
外
為
法
　
第
二
版
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
四
八
頁

以
下
も
参
照
。

（
52
）  

以
下
、
改
正
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
処
罰
の
範
囲
に
つ
き
、
石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
六
頁
を
参
照
。

（
53
）  

石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
八
頁
。

（
54
）  

石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
九
頁
。

（
55
）  

石
渡
・
前
掲
注
（
21
）・
一
一
頁
。

（
56
）  

テ
ロ
企
図
者
の
テ
ロ
資
金
収
集
行
為
の
幇
助
を
構
成
す
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
は
別
論
で
あ
る
。

（
57
）  

西
田
典
之
「
実
行
お
よ
び
正
犯
の
概
念
と
共
犯
成
立
の
限
界
」
内
藤
謙
ほ
か
編
『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
　
香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀
』
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（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
三
五
〇
頁
。

（
58
）  

西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
38
）・
八
七
五
頁
以
下
〔
島
田
聡
一
郎
〕、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
二
版
〕
第
五
巻
』（
青

林
書
院
、
一
九
九
九
年
）
三
九
七
頁
以
下
〔
村
上
光
鵄
〕。

（
59
）  
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
二
二
頁
。
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
斉
藤
誠
二
「
判
批
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
〈
第
二
版
〉』
一
六
六
頁
以
下
、
同

『
予
備
罪
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
）
六
三
〇
頁
以
下
、
相
内
信
「
判
批
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
〈
第
四
版
〉』
一
六
二
頁
以
下
、
亀
井

源
太
郎
「
判
批
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
〈
第
五
版
〉』
一
六
〇
頁
以
下
、
川
口
浩
一
「
判
批
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
〈
第
七
版
〉』
一
六
五
頁
以
下
、

西
川
潔
「
最
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説 

刑
事
篇
　
昭
和
三
七
年
度
』（
法
曹
会
、
一
九
七
三
年
）
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
60
）  

刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
三
一
頁
。

（
61
）  

刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
三
四
頁
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
西
村
克
彦
「
判
批
」
判
時
三
〇
一
号
（
一
九
六
二
年
）
二
頁
以
下
、
同
「
判

批
」
判
時 

三
〇
二
号
（
一
九
六
二
年
）
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
62
）  

相
内
・
前
掲
注
（
59
）・
一
六
三
頁
、
大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
58
）・
三
九
六
頁
〔
村
上
光
鵄
〕、
西
田
・
前
掲
注
（
57
）・
三
五
〇
頁
以
下
、

野
村
稔
『
刑
法
研
究
上
巻
総
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
二
一
一
頁
。

（
63
）  

高
刑
集
一
六
巻
二
号
一
七
七
頁
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
成
瀬
幸
典
＝
安
田
拓
人
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
刑
法
Ⅰ
　

総
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
九
頁
を
参
照
。

（
64
）  

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
本
件
当
時
は
出
入
国
管
理
令
）
七
一
条
が
「
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

て
出
国
し
、
又
は
出
国
す
る
こ
と
を
企
て
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
若
し
く
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
そ
の
懲

役
若
し
く
は
禁
錮
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
。」
と
定
め
る
。

（
65
）  

浅
田
和
茂
「
予
備
罪
と
共
犯
に
つ
い
て
」
渥
美
東
洋
ほ
か
編
『
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
開
―
斉
藤
誠
二
先
生
古
稀
記
念
―
』（
信
山
社
、
二
〇

〇
三
年
）
三
七
九
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
八
頁
以
下
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要

総
論
』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
三
九
〇
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
原
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
六
四
二
頁
以
下
、
中
山
研
一
『
刑
法

総
論
』（
成
文
堂
、
一
九
八
二
年
）
五
〇
八
頁
以
下
、
前
野
育
三
「
予
備
罪
の
諸
問
題
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
　
第
三
巻
　
過
失

か
ら
罪
数
ま
で
』（
成
文
堂
、
一
九
七
九
年
）
一
四
三
頁
以
下
。

（
66
）  

板
倉
宏
「
予
備
罪
と
共
犯
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
〈
第
四
巻
〉
―
未
遂
、
共
犯
、
財
数
論
』（
法
学
書
院
、
一
九
九
二
年
）
一

三
一
頁
以
下
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
四
七
三
頁
以
下
、
斎
藤
信
治
『
刑
法
総
論
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
、
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二
〇
〇
八
年
）
二
四
八
頁
以
下
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
四
三
七
頁
以
下
、
只
木
誠
「
実
行
従
属
性
・

教
唆
の
未
遂
・
予
備
の
共
犯
」
法
学
教
室
二
五
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
頁
、
中
谷
瑾
子
「
予
備
罪
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
研
究
三
八
巻
一

〇
号
（
一
九
六
五
年
）
一
四
頁
、
西
田
・
前
掲
注
（
57
）・
三
四
一
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲
注
（
62
）・
二
一
二
頁
以
下
、
平
野
龍
一
『
刑
法
　
総

論
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）
三
五
〇
頁
以
下
、
松
原
芳
博
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
五
二
頁
以
下
、

山
口
厚
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
三
二
九
頁
以
下
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五

年
）
九
三
九
頁
以
下
。

（
67
）  

予
備
罪
に
実
行
行
為
を
認
め
つ
つ
、
内
乱
予
備
幇
助
の
法
定
刑
を
根
拠
に
、
予
備
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
つ
つ
同
幇
助
を
否
定
す
る
見
解
と
し

て
、
斉
藤
・
前
掲
書
・
前
掲
注
（
59
）・
五
五
〇
頁
以
下
が
あ
る
。
　

（
68
）  

曽
根
・
前
掲
注
（
65
）・
六
四
三
頁
以
下
、
中
山
・
前
掲
注
（
65
）・
五
〇
八
頁
以
下
。

（
69
）  

浅
田
・
前
掲
注
（
65
）・
三
八
〇
頁
以
下
は
、
現
行
法
の
包
括
的
な
予
備
罪
規
定
そ
れ
自
体
が
立
法
論
と
し
て
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。

（
70
）  

井
田
・
前
掲
注
（
66
）・
四
七
四
頁
。

（
71
）  

西
田
・
前
掲
注
（
57
）・
三
五
二
頁
。

（
72
）  

な
お
、
私
戦
予
備
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
余
地
も
、
た
だ
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

検
討
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
73
）  

西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
38
）・
九
一
九
頁
〔
嶋
矢
貴
之
〕。

（
74
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
58
）・
五
四
八
頁
以
下
〔
堀
内
信
明
＝
安
廣
文
夫
〕。

（
75
）  

国
会
審
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
藤
乗
一
道
「
テ
ロ
等
準
備
罪
の
創
設
―
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
に
係
る
国
会
論
議
―
」
立
法
と
調
査
三

九
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
76
）  

立
案
関
係
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
猪
股
正
貴
「『
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
』
の
概
要
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
七
頁
以
下
、
加
藤
俊
治
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
等
改
正
法
の
概
要
」
論
究

ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
八
頁
以
下
、
隄
良
行
＝
檞
清
隆
「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
九
巻
一
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
七
頁
以
下
な
ど
。
ま
た
、
犯
罪
収
益
規
制
に
係
る
変
更
点

に
つ
き
テ
ロ
等
準
備
罪
と
の
関
連
で
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
に
お
け
る
『
犯
罪
収
益
』
概
念
に
つ
い
て
―
テ
ロ
等
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準
備
罪
新
設
に
係
る
二
条
二
項
五
号
の
検
討
―
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
77
）  

テ
ロ
等
準
備
罪
に
つ
き
刑
法
学
の
立
場
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
井
田
良
「
比
較
法
的
視
点
か
ら
み
た
テ
ロ
等
準
備
罪
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー

ナ
ル
五
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
三
頁
以
下
、
亀
井
源
太
郎
「
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
の
罪
に
か
か
る
限
定
解
釈
の
試
み
」
法
律
時

報
八
九
巻
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
一
頁
以
下
、
安
達
光
治
「『
共
謀
罪
』
の
刑
法
解
釈
学
的
検
討
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
四
八
号
（
二
〇
一

七
年
）
二
八
頁
以
下
、
今
井
猛
嘉
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
の
改
正
と
そ
の
意
義
―
条
約
に
よ
る
国
内
刑
法
の
発
展
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
号

（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
改
正
の
問
題
点
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
五
頁
以

下
な
ど
。

（
78
）  

日
本
政
府
は
、
本
改
正
が
（
一
部
を
除
き
）
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
七
月
一
一
日
に
、
一
八
八
か
国
目
の
加
盟
国
と
し
て
条
約
受
諾
書
寄
託

の
手
続
を
と
り
（
平
成
二
九
年
七
月
一
四
日
条
約
第
二
一
号
・
同
外
務
省
告
示
第
二
五
二
号
）、
同
年
八
月
一
〇
日
、
本
条
約
は
日
本
に
つ
い
て

効
力
を
発
生
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」（http://w

w
w.m
ofa.go.jp/

m
ofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.htm

l

）
を
参
照
。

（
79
）  

隄
＝
檞
・
前
掲
注
（
76
）・
一
九
七
頁
以
下
の
一
覧
表
が
便
利
で
あ
る
。

（
80
）  

隄
＝
檞
・
前
掲
注
（
76
）・
一
二
〇
頁
以
下
。
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橋
本　

広
大
（
は
し
も
と
　
こ
う
だ
い
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
法

主
要
著
作
　
　 「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
独
立
教
唆
罪
の
検
討
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
一
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　 「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
制
定
法
上
の
共
謀
罪
の
検
討
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一

四
号
（
二
〇
一
七
年
）

　
　
　
　
　
　 「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
に
お
け
る
『
犯
罪
収
益
』
概
念
に
つ
い
て

―
テ
ロ
等
準
備

罪
新
設
に
係
る
二
条
二
項
五
号
の
検
討

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
六
号

（
二
〇
一
八
年
）


